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意 見：

〈該当箇所〉４ページ １行目 ①浴用の方法及び注意

〈意見内容〉従来の表記に比べわかりやすい表記になった点は評価できる。

その周知徹底のためには、温泉提供者側が一定期間の温泉研修会の受講を受

け（行政等が研修会を実施）、基本的事項について利用者に適切なアドバイス

ができるような体制づくりが望まれる。

〈理 由〉掲示のみに頼るだけでなく、施設の管理者自身が正しく理解し

その周知の実践に努めることは、入浴時の不慮の事故等を未然に防ぐことに

もつながる。

〈該当箇所〉４ページ 31行目 エ、入浴後の注意

〈意見内容〉肌の弱い人に対し、刺激の強い泉質では、入浴後に洗い流すこ

との必要性を説いているが、加えて、塩素消毒を行っている温泉についても

同様の配慮が必要であることの記載が必要ではないか。

〈理 由〉個人差はあるにしても、塩素消毒が原因で肌荒れなどが起る場

合もあり、事前に注意を促すことは必要と思われる。

〈該当箇所〉６ページ 13行目 ５，療養泉の適応症

〈意見内容〉ここで「温泉」とは別に「療養泉」という用語が用いられるが、

「温泉」と「療養泉」との違いについて医学的根拠の説明が必要ではないか。

〈理 由〉療養泉という用語はふだんあまり馴染みがないことから、正し

く理解してもらうためにも、わかりやすい補足説明が必要と思います。
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